
一
頁

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
十
二
第
二
項
中
「
第
五
号
及
び
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
中
「
第
七
号
、
」
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
す
る
特
定
基

地
局
に
係
る
開
設
計
画
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
第
五
号
ニ
中
「
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
中
「
高
周
波
利
用
設
備
）
」
の
下
に
「
、
第
百
二
条
の
十
一
第
四
項
（
適
正
な
運
用
の

確
保
が
必
要
な
無
線
局
）
」
を
加
え
る
。

第
百
二
条
の
十
一
第
二
項
中
「
無
線
局
が
他
の
無
線
局
の
運
用
を
著
し
く
阻
害
す
る
よ
う
な
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
た

」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
「
、
そ
の
妨
害
が
第
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
な
い
設
計
に
基
づ
き
製
造

さ
れ
、
又
は
改
造
さ
れ
た
無
線
設
備
を
使
用
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
」
を
削
り
、
「
当
該
設
計
」
を
「

当
該
各
号
に
定
め
る
設
計
」
に
、
「
当
該
技
術
基
準
」
を
「
第
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。



二
頁

一

無
線
局
が
他
の
無
線
局
の
運
用
を
著
し
く
阻
害
す
る
よ
う
な
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
妨

害
が
第
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
な
い
設
計
に
基
づ
き
製
造
さ
れ
、
又
は
改
造
さ
れ
た
無
線
設
備
を
使
用
し
た

こ
と
に
よ
り
生
じ
た
と
認
め
る
と
き

当
該
無
線
設
備
に
係
る
設
計

二

無
線
設
備
が
第
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
な
い
設
計
に
基
づ
き
製
造
さ
れ
、
又
は
改
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
線
設
備
を
使
用
す
る
無
線
局
が
開
設
さ
れ
た
な
ら
ば
、
当
該
無
線
局
が
他
の
無

線
局
の
運
用
を
著
し
く
阻
害
す
る
よ
う
な
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

当
該
無
線
設

備
に
係
る
設
計

第
百
二
条
の
十
一
第
四
項
中
「
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
ら
れ
た
」
を
「
そ
の
運
用
に
重
大
な
悪
影
響
を
与
え
ら
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
に
改
め
、
「
行
う
無
線
局
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
そ
の
適
正
な
運
用
の
確
保
が
必
要
な
無
線
局

と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
る
。

第
百
二
条
の
十
七
第
二
項
第
一
号
中
「
、
周
波
数
の
指
定
の
変
更
等
」
を
「
又
は
無
線
局
に
関
す
る
事
項
の
変
更
」
に
改
め

、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

他
の
無
線
局
と
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
を
当
該
他
の
無
線
局
に
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
な
い



三
頁

よ
う
に
運
用
す
る
に
際
し
て
必
要
と
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
、
照
会
に
応
ず
る
こ
と
。

第
百
二
条
の
十
七
第
四
項
中
「
第
二
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
号
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
第
二
号
」
を

「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、
「
又
は
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
、
「
に
掲
げ
る
業
務
」
を
「
又
は
第

二
号
に
掲
げ
る
業
務
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
六
項
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
十
七
条
の
十
二
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
及
び
第
八
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
七
条
の

十
五
第
二
項
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
六
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

公
布

の
日

二

第
百
二
条
の
十
七
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定

令
和
三
年
四
月
一
日



四
頁

（
準
備
行
為
等
）

第
二
条

総
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
電
波
法
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改
廃
の
た
め
に
、
電
波
監
理

審
議
会
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

新
法
第
百
二
条
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
認
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、

新
法
第
百
二
条
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
認
可
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
た
業
務
規
程
は
、
当
該
施
行
の
日
に
お
い
て
、
同
項
の
認
可

を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。



五
頁

（
検
討
）

第
四
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



六
頁

理

由

電
波
の
有
効
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
電
波
有
効
利
用
促
進
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
追
加
、
特
定
基
地
局
開
設
料
に
関
す
る
制

度
の
対
象
と
な
る
特
定
基
地
局
の
追
加
、
技
術
基
準
に
適
合
し
な
い
無
線
設
備
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
制
度
の
整
備
及
び

衛
星
基
幹
放
送
の
受
信
環
境
の
整
備
に
関
す
る
電
波
利
用
料
の
使
途
の
特
例
に
係
る
期
限
の
延
長
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


